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前 文 

 

地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構（以下「山形県・酒田市病院機構」という。）

は、平成 20年４月１日に県立日本海病院と市立酒田病院を統合再編し、「安心、信頼、高

度」の医療提供と「保健、医療、福祉」の地域連携という統合再編の理念に基づき、「日

本海総合病院」と「日本海総合病院酒田医療センター（以下「酒田医療センター」という。）」

の運営を行ってきた。 

第１期中期目標期間の平成 20 年度から平成 23 年度までは、両病院の医療機能を明確化

し、日本海総合病院においては救命救急センターの新設、南病棟の整備などを行うととも

に、高度・専門医療、急性期医療等の充実・強化に取り組んでいる。また、酒田医療セン

ターにおいては、地域に不足していた療養病床に転換するとともに、回復期医療の充実に

取り組んでいる。 

第２期中期目標期間の平成 24 年度から平成 27 年度までは、住民が安心して暮らせる医

療サービスを提供するため、日本海総合病院においてはＰＥＴ／ＣＴの導入やハイブリッ

ド手術室をはじめとする医療機器等の整備を行い、高度・専門医療の充実に取り組むとと

もに、レジデントハウスの整備や修学資金貸与制度の創設など、運営基盤となる人材育成

のための環境整備を行っている。また、酒田医療センターにおいては、施設整備が完了し

フルオープンしたことに伴い、理学療法士はじめリハビリテーションスタッフの増員など、

回復期医療の充実に努めるとともに、地域の保健、医療、福祉との連携を強化し、切れ目

ないサービスの提供に取り組んでいる。 

また、経営面においては、目標としていた経常収支比率 100％以上を設立初年度から達

成し、設立２年度目からは営業収支比率 100％以上を継続して達成するなど、設立初年度

から７年間にわたり純利益を計上し着実な成果を上げており、地方独立行政法人化により

経営基盤が安定したものと評価している。 

 さて、近年、医療の高度化や医療需要の多様化が進む一方で、超高齢社会が到来し、平

成３７年には全ての団塊世代が75歳以上となることから、地域包括ケアシステムの構築な

どが急務の課題とされている。また、国の社会保障制度改革において、病院・病床機能の

分化、在宅医療の推進などの方向性が示されている。 

このような状況の中、平成28年度からの第３期中期目標期間においては、こうした医療

を取り巻く状況に機敏に対応することが求められる。そのため、日本海総合病院において

は、地域の中核的な医療機関として、急性期の患者に対し高度医療や専門医療を提供する

ための医療機器の整備や人材育成を引き続き行い、医療技術、医療サービスの更なる向上

を目指していく。一方、酒田医療センターにおいては、回復期・慢性期医療を提供するた

め、地域の介護、福祉施設等とより一層連携強化を図る必要がある。 

第３期中期目標の策定にあたっては、山形県・酒田市病院機構の基本理念である「安心、

信頼、高度な医療提供」、「保健、医療、福祉の地域連携」及び「地域に貢献する病院経

営」のもと、地方独立行政法人制度のメリットを活かし、これまでの経営面・運営面にお

ける実績等を踏まえた自律性・機動性の高い業務運営の確保に努めるとともに、地域医療

構想（ビジョン）の方向性を踏まえ、地域全体で切れ目なく必要な医療を提供する「地域

完結型医療」を進めるため、両病院の連携強化及び役割の明確化並びに地域における機能

分担・連携を推進しながら、これからも地域住民の期待に最大限応えていくものとする。 
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【第３期中期目標の理念】 

・安心、信頼、高度な医療提供 

・保健、医療、福祉の地域連携 

・地域に貢献する病院経営 

 

【第３期中期目標の方向性】 

① 日本海総合病院は、高度医療や専門医療の提供、医療機関との連携強化 

② 酒田医療センターは、回復期や慢性期医療の提供、介護・福祉施設等との連携強化 

③ 地域医療の充実を図るため、医師等の医療人材確保・育成の取組みを強化 

④ 計画的な施設及び医療機器等の更新・整備 

⑤ 自律性・機動性の高い法人運営体制で「安定的な収支構造」を確立 
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第１ 中期目標の期間 

 

平成 28年４月１日から平成 32年３月 31日までの４年間とする。 

 

 

第２ 住民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 

山形県・酒田市病院機構は、将来にわたり「安心、信頼、高度」の医療を安定的に提

供していくとともに、「保健、医療、福祉」の地域連携を推進し、地域完結型の医療を

実現するため、日本海総合病院及び酒田医療センターを運営すること。 

このため、運営する両病院は、設立団体及び関係機関と連携・協力しながら、次の表

に掲げる基本的機能を担うとともに、庄内地域における中核的な医療機関としての役割

を引き続き発揮していく必要がある。 

また、医療圏内における医療提供体制の充実・強化を図るため、地域の医療機関等と

の機能分担及び医療・介護・福祉との連携を推進すること。なお、酒田市立八幡病院等

との統合も含めた新たな再編ネットワーク化等については、設立団体と協議を行いなが

ら検討を進めるものとする。 

 

病 院 名 基 本 的 な 機 能 

日本海総合 

病   院 

三次救急医療(救命救急センター) 

急性期医療、災害医療、感染症医療、地域医療支援、へき地医療支援 

がん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病・小児医療・周産期医療・精神

疾患などの専門医療 

これらの医療水準の向上のための教育研修 

日本海総合 

病   院 

酒 田 医 療 

セ ン タ ー 

回復期・慢性期医療（在宅医療等への支援を含む） 

回復期リハビリテーション・通所リハビリテーション 

脳卒中回復期・維持期のリハビリテーション 

これらの医療水準の向上のための教育研修 

 

１ 病床機能の分化・連携 

今後策定される地域医療構想（ビジョン）の方向性を踏まえ、庄内地域における病

床の機能分化・連携を進めていく必要がある。 

日本海総合病院は、地域の中核的な医療機関として、急性期の患者に対し状態の早

期安定化に向け、診療密度が特に高い医療を提供する機能が求められる。また、酒田

医療センターは、急性期を経過した患者に対し、在宅復帰に向けた医療やＡＤＬ向上

を目的としたリハビリテーション、長期療養患者が入院する慢性期医療を提供する機

能が求められる。 
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２ 高度専門医療・回復期医療の提供及び医療水準の向上 

（１）高度専門医療・回復期医療等の充実・強化 

日本海総合病院は、庄内地域の中核的な医療機関として、急性期医療や高度専門

医療等の充実に努めること。 

また、酒田医療センターは、回復期・慢性期医療の充実に努めるとともに、介護・

福祉施設等との連携強化を図ること。 

 

   ①診療体制の充実 

制度改正、医療施策の将来動向、今後の医療需要の変化及び新たな医療課題に

適切に対応していくため、患者動向や医療ニーズの変化に即し、他の医療機関と

の連携や診療部門の充実及び見直しを行うこと。 

 

   ②高度医療機器の計画的な更新・整備 

庄内地域において日本海総合病院に求められる高度専門医療等を継続的に提供

できるよう、必要な医療機器の更新・整備を計画的に進め、その有効な利用に努

めること。 

 

③災害時や健康危機における医療協力 

災害時には、災害拠点病院として患者を受け入れるとともに、県の要請等に基

づき、ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）や医療救護班等を現地に派遣して医療支

援活動の実施やＳＣＵ（航空搬送拠点臨時医療施設）の運営等に協力すること。  

特に、災害拠点病院としての機能を十分発揮できるよう緊急時における医療物

資（医薬品、診療材料、給食材料など）の備蓄など、引き続き災害時医療体制の

充実強化を図るとともに、定期的に訓練を行うこと。 

また、新型インフルエンザ等を含む新たな感染症の発生など、地域住民の生命、

健康の安全を脅かす健康危機事象が発生したときは、関係機関と密接に連携しな

がら迅速な対応に努め、庄内地域の中心的役割を担うこと。 

 

   ④政策医療の実施 

救急医療や災害医療のほか、感染症医療、認知症疾患医療など、政策医療の実

施機関として、不足する救急・産科・小児等をはじめとする医師の確保に努め、

関係機関と連携しながら中心的役割を担うこと。 
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（２）医療スタッフの確保及び資質向上 

   ①医療人材の確保・育成 

高度専門医療等の安定的な提供を図るため、医師、薬剤師、看護師に加え、診

療放射線技師、臨床検査技師などの医療従事者の確保に努めること。特に、医師

の確保対策として、臨床研修医及びレジデント（専門分野の研修医をいう。）の

受入れに努めること。 

また、教育・研修体制の充実及び自己研鑚・研究をサポートする仕組みづくり

を進め、職員の各職務に関連する専門資格を取得するなど、各職種の専門性の向

上を図ること。 

 

②事務職員の確保と専門性の向上 

法人事務職員の採用等による専門職化、専門資格の取得、研修の充実等により、

事務職員の資質向上を図りながら、病院運営の高度化・複雑化に対応できるよう

マネジメント力の強化に努めること。 

 

③職員の勤務環境の改善 

医療スタッフの確保を図るうえで、仕事に誇りが持て、意欲的に、安心して業

務に従事できる環境づくりに努め、魅力ある病院をめざすこと。 

特に、医師をはじめ各職種の負担軽減や女性医療従事者の支援を図るため、短

時間正職員制度など多様な勤務形態の活用のほか、医師事務作業補助者や看護補

助者を積極的に活用するなど、働きやすい環境づくりに努めること。 

 

（３）医療サービスの効果的な提供 

①地域連携の推進 

良質な医療サービスを効果的に提供するため、庄内地域における中核的な医療

機関としての役割を果たし、紹介・逆紹介の推進など、地域の医療機関との連携

を一層推進すること。更には、地域、医療圏を超えた広域的な医療連携の推進に

も努めること。 

また、退院時における地域の介護・福祉施設等との連携を強化し、退院後の医

療支援や施設入所のための情報共有を図るなど、医療・介護・福祉へと切れ目の

ないサービスの提供に努めること。 

 

②診療情報の共有化 

医療機関や介護・福祉施設等との医療情報の共有化に係る方針・計画のもと、

地域医療情報ネットワーク等を活用した広域的な診療情報の共有化を一層推進す

ること。 
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③地域連携クリティカルパスの活用 

地域の医療機関との連携による地域完結型医療を具現化するため、地域連携ク

リティカルパスの活用を推進し、効率的で質の高い医療の提供に努めること。 

 

（４）教育研修事業の充実 

①庄内地域における医療水準の向上 

山形大学、東北大学、県立保健医療大学、県立病院などと連携し、庄内地域の

中核的な医療機関として、質の高い医療従事者を育成し、庄内地域における医療

水準の向上に寄与するよう努めること。 

 

②住民意識の啓発活動 

関係機関と連携しながら、地域住民を対象としたセミナー、広報などにより、

介護予防を含め保健医療情報を積極的に発信し、住民の健康に対する意識の啓発

に努めること。 

 

３ 患者・住民の満足度の向上 

質の高い医療を提供するとともに、患者や来院者のニーズを把握し、サービスの向

上に努め、患者や住民の満足度を高めること。 

満足度の向上に際しては、患者・住民の意見を取り入れ、院内環境等の快適性の向

上や診療待ち時間の改善に努め、一方で病院の役割や機能などについて理解を得るた

めの取組も積極的に行うこと。 

 

４ 法令等の遵守と情報公開の推進 

医療法をはじめとする関係法令を遵守することはもとより、職員の行動規範と倫理

を確立し、職員一人ひとりが誠実・公正に職務を遂行することで社会的信用を高める

とともに、適正な病院運営と業務執行におけるコンプライアンスの徹底に向け取り組

むこと。 

また、個人情報保護及び情報公開に関して適切に対応し、カルテなどの個人情報の

保護並びに患者及びその家族への情報提供を適切に行うこと。さらに、情報セキュリ

ティ対策の強化に努めること。 

 

５ 医療安全対策の充実・強化 

住民に信頼される安全で安心な医療を提供するため、医療事故やインシデント等の

予防及び院内感染防止対策の充実を図り、医療安全対策を強化すること。 
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第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

 

１ 組織マネジメントの強化 

地方独立行政法人制度のメリットを活かし、自らの特性や実情を踏まえた機動的な

業務運営を行うため、経営戦略機能及び自律性を発揮できるよう組織マネジメントを

強化すること。 

 

２ 診療体制の強化、人員配置の弾力的運用 

医療需要の変化や住民のニーズ等に迅速かつ的確に対応し、医療従事者の配置を適

切に行うこと。 

また、柔軟かつ多様な勤務形態を取り入れ、多様な専門的職種の活用を図ることな

どにより、より専門的で効率的な業務運営に努めること。 

 

３ 経営基盤の安定化 

（１）収入の確保 

安定した経営を維持するため、住民の医療ニーズに応えつつ、営業収益の確保に

努め、国の医療制度改革や診療報酬改定等に、速やかに対応するための取組を行う

こと。 

また、患者動向や診療体制等を見据え、病床利用率、平均在院日数など、収入確

保につながる数値目標を設定し、その達成を図ること。さらに、適正な診療報酬の

請求、未収金の未然防止及び早期回収に努めること。 

 

（２）費用の抑制 

引き続き、給与費比率の数値目標を設定したうえで、給与水準や職員配置の適正

化、業務の委託等により、人件費の適正化に努めること。 

また、材料費比率の数値目標を設定したうえで、後発医薬品の積極採用など材料

費の抑制に努めること。 

 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

 

 「第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項」で定めた事項に配慮した中期計

画及び年次計画を作成し、これに基づき病院を運営することにより、中期目標期間の

各年度において経常収支比率 100％以上を達成すること。 

 また、持続可能な経営のため、経営基盤を強化し、目標期間内の各年度において資

金収支の均衡を達成すること。 
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第５ その他業務運営に関する重要事項 

 

１ 人事に関する事項 

中長期的な視点のもと、適切な人員を計画的に確保するとともに、専門性の向上に

配慮した確保・人材の育成に努めること。 

また、業務・業績に対するより適切な人事評価を含む人事制度の確立等により、職

員のモチベーションを高めていくための取組を進めること。 

 

２ 職員の就労環境の整備 

職員の能力が十分に発揮できる組織づくりに取り組むとともに、職員の健康維持・

増進を図り、職員が業務に専念するための環境整備を図ること。 

 

３ 医療機器・施設整備に関する事項 

医療機器・施設整備については、費用対効果、地域の医療需要、他機関との機能分

担、医療技術の進展などを総合的に判断して実施すること。 

特に、高額な医療機器等の更新及び整備については、償還等の負担を十分に考慮し、

中長期的な投資計画（整備計画）を作成のうえ、計画的に行うこと。 

 

４ 法人が負担する債務の償還に関する事項 

山形県及び酒田市に対し、地方独立行政法人法第 66条第１項に規定する地方債のう

ち、法人の成立の日までに償還されていないものに相当する額の債務及び同法   

第 41条第５項の借入金債務を負担すること。また、その債務の処理を確実に行うこと。 


